
 

結婚式にまつわる契約は、消費者にとって「非日常」の契約であることから、契約時、
その途中、式当日と様々な状況で生じる特徴的なトラブルがあります。 
① 契約時、「割引は今日だけ」といわれ、具体的な内容も決まってないのに契約。希望

を叶えると予定より高額に！ 
② 契約から実施日までの期間が長いので、予期せぬキャンセルで前金やキャンセル料に

よるトラブル発生。 
③ 結婚式当日、担当者との打ち合わせ不足で、思っていた内容と違っていた。 
上記のような「料金」と「打合せ不足」に関するトラブルを避けるための消費者へのア

ドバイスが国民生活センターのＨＰに紹介されています。契約する前に一読することをお
勧めします。 

 

新規・継続合計 （■=10 件 ▮=1 件） 

店舗購入 

訪問販売 

訪問購入 

通信販売 

連鎖販売 

電話勧誘 

送り付け商法 

無店舗販売 

不明 

■■▮▮ 22件 

■ 

 

0件 

▮ 1件 

■▮▮▮▮▮▮ 16件 

 
0件 

▮▮▮ 3件 

0件 

0件 

▮▮▮▮▮▮ 6件 

11月の相談件数 

 「不要になった着物を買い取りますよ」と電話があり、

お願いした。後日訪ねてきた業者の人は、来るなり「着

物はお金にならない。指輪やネックレスはないか」とせ

かされ、古い指輪やブローチなどの買取契約をしてしま

った。そんなつもりはなかったので返してほしい。 

 
訪問購入も、特定商取引法の規制対象となる取引です。 

訪問販売と同様、8日間のクーリングオフ制度があります。また訪問購入では、 

クーリングオフ期間中であれば、購入業者に対し売却商品の引き渡しを拒むことが

できます。 
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